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項目 主な事業内容 
実施予定期間 

短期 中期 長期 

その他の設

備 

○車いすや子どもが利用しやすい水飲みへの改

修 
■ ■  

★バリアフリー（ユニバーサルデザイン）に配慮
したベンチへの交換や上屋等による日陰の整
備された休憩施設や砂場の充実 

事業化の検討 

○車輪等の落下を防ぐ細めのグレーチングの整
備 

■   

管理 

○不法な占用物件の排除を関係者と連携 継続して実施 

○「みんなとパトロール」と連携し、巡回対策を
強化 

継続して実施 

心のバリア

フリー 

○サービスセンターでの筆談対応等の実施 継続して実施 

○リーフレット等を利用したバリアフリー情報
の周知 

継続して実施 

○案内表示の多言語化を含めたわかりやすいル
ールやマナー等の啓発 

事業化の検討 

 
 

取組の事例 

  

バーゴラが設置された、日陰になる

ベンチ 

 

 

写真 田町駅周辺重点整備地区  

本芝公園 

 
 

QR コードや英語表記、点字等誰も

が利用可能な公園の案内 

 

 

写真 田町駅周辺重点整備地区  

芝浦公園 

 
 

スロープ等があり、車いす利用者も

登ることができるユニバーサルデザ

イン遊具 

 
 
 

写真 都立砧公園 

障害の有無に関わらず子どもた

ちが遊ぶことができるユニバーサ

ルデザイン遊具等を設置したイン

クルーシブ公園として整備 
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（６）路外駐車場特定事業 

【事業主体と対象施設】 

特定事業者 

 

重点整備地区別特定対象施設 

浜松町駅 

周辺地区 

赤坂駅 

周辺地区 

六本木駅 

周辺地区 

白金高輪駅 

周辺地区 

田町駅 

周辺地区 

新橋駅 

周辺地区 

品川駅 

周辺地区 

港区 

 － － 
麻布十番公共

駐車場 
－ － － 

品川駅港南口

公共駐車場 
 

【事業の取組】 

項目 主な事業内容 
実施予定期間 

短期 中期 長期 

施設内通路 

○視覚障害者誘導用ブロック等の整備による受

付・案内設備までの経路の確保 
■ ■  

○屋外主要通路の傾斜路の勾配の改善 事業化の検討 

地上出入口 
○有効幅員の確保   ■ 

○音声誘導装置の設置 事業化の検討 

通路 

○トイレやエレベーターの周辺に点字付きの手

すりを設置 
■ ■  

○廊下の有効幅員の確保   ■ 

階段 

○手すりの設置されていない階段に点字付きの

手すりを設置 
  ■ 

○階段の手すりに各階を表す点字表示、上端・下

端・踊場に点状ブロックを設置 
■   

★識別のしやすい段鼻の整備 ■   

エレベータ

ー 

○大規模改修にあわせて、音声案内等のバリアフ

リーに対応したエレベーターの整備 
事業化の検討 

案内表示 
○エレベーター・トイレの扉の周辺に、

JISZ8210 に準拠したピクトグラムを表示 
■   

トイレ 

○多機能トイレへのオストメイト用流しやベビ

ーベッドの設置及び機能の改善 
■ ■  

★大人用ベッドの設置検討 事業化の検討 

○ベビーベッド等の設置等とあわせて多機能ト

イレの機能の分散の検討 
事業化の検討 

★トイレの案内表示の設置 ■ ■  
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項目 主な事業内容 
実施予定期間 

短期 中期 長期 

心のバリア

フリー 

○心のバリアフリー研修や職員教育等を通じて、

利用者への適切な支援環境を形成 
継続して実施 

★障害者週間に合わせ、バリアフリーに関する資

料等の展示の開催 
継続して実施 

★「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ

ン」に基づく感染防止対策の実施 
継続して実施 

 

取組の事例 

  

段鼻の表示を明確にすることで、安

全な経路を確保 

 

写真 六本木駅周辺重点整備地区  

麻布十番公共駐車場 
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（７）交通安全特定事業 

【事業主体と対象経路】 

事業主体：東京都公安委員会 

対象区域：港区バリアフリー基本構想において生活関連経路に位置づけている全路線 
 

【事業の取組】 

項目 主な事業内容 
実施予定期間 

短期 中期 長期 

信号機に関

する事業 

○音響式信号機の整備、鳴動時間の延長や高齢

者、障害者等が安全に横断できる歩行者用青時

間の確保 

継続して実施 

道路標識及

び道路標示

の設置に関

する事業 

○道路標識の超高輝度化による視認性の向上 継続して実施 

〇道路標示の適切な補修 継続して実施 

○エスコートゾーンの整備 継続して実施 

○横断歩道の設置 ■ ■ ■ 

違法駐車行

為の防止の

ための事業 

○横断歩道及びバス停留所付近や歩道及び視覚

障害者誘導用ブロック上の違法駐車車両の指

導取締りの実施 

継続して実施 

○違法駐車行為の防止についての広報活動及び

啓発活動の実施 
継続して実施 

 

取組の事例 

 
 

ボタンを押すことで視覚障害者を誘導

する音が鳴る信号機 

 

 

写真 品川駅周辺重点整備地区  

経路 14 

 
 

横断歩道上に横断方向の手がかりと

なるエスコートゾーンを設置すること

で、視覚障害者誘導用ブロックとの連

続性を確保 

 

写真 浜松町駅周辺重点整備地区  

経路 04 
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（８）心のバリアフリー特定事業 

【事業主体と対象区域】 

事業主体：港区 

対象区域：港区内全域 
 

【事業の取組】 

項目 主な事業内容 
実施予定期間 

短期 中期 長期 

心のバリア

フリーの意

識啓発の推

進 

○広報みなとやポスター、ハンドブック等を活用

した心のバリアフリーに関する情報発信 
継続して実施 

○ヘルプカードを区民に配布し、活用に向けて

普及・啓発 
継続して実施 

○ヘルプカードへの対応のための職員、区民や

事業者への周知、協力等の事業を展開 
継続して実施 

担い手の育

成 

★職員向けのバリアフリー研修を実施（手話講習

会等） 
継続して実施 

○社会福祉協議会と連携し、ボランティア養成講

座、ふれあい講習会等の区民や事業者に対する

研修・講習会を実施 

継続して実施 

誰もが利用

しやすいサ

ポートの実

施 

○バリアフリーマップの充実と普及 継続して実施 

★視覚障害者のための音声コード（Uni-Voice）

や点字表記を活用するなど、障害特性に配慮

し、誰もが見ることのできる区政情報の発信 

継続して実施 

★タブレットを用いる等、多言語翻訳のほか、手

話通訳等の機能を用いてコミュニケーション

の円滑化を実施 

継続して実施 

新しい生活

様式に対応

した取組の

推進 

★「新型コロナウイルス感染症対策に関するガイ

ドライン」に基づく対策の実施 
継続して実施 

★混雑状況の情報提供を行い、利用者が集中しな

いような呼びかけ、利用者の感染対策のお願い

のアナウンス等を実施 

継続して実施 

★区や事業者が取り組んでいる新型コロナウイ

ルス感染症対策について案内するとともに、

施設を必要としている高齢者や障害者等が利

用しやすいように、配慮する点についての情

報を発信 

継続して実施 

総合的な取

組 

★ユニバーサルデザイン教育やワークショップ・

シンポジウムの実施（小学校・中学校等） 
事業化の検討 

★事業者と協力した心のバリアフリーの普及（事

業者のイベント、メディア等を通じた情報発

信、災害時に必要なこと等、心のバリアフリー

の推進につながる取組を普及） 

事業化の検討 
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７-３．区全域で推進する取組 

重点整備地区以外の地域についても、国が示す「移動等円滑化の促進に関する基本方

針」及び「建築物移動等円滑化誘導基準」や「道路移動等円滑化基準」等の各施設におけ

る基準等に適合した施設整備や維持が必要であるため、区の全域にわたって、取り組むべ

き事業について記載します。 

 

①音響式信号機の設置・稼働時間の延長 

音響式信号機とは、信号機が青になったことを視覚障害者に知らせるため、誘導音を

出す装置がついている信号機で、警視庁の管理により、港区では、現在 154 箇所（令和

２（2020）年３月３１日時点）に音響式信号機が設置されています。 

視覚障害者にとっては、横断歩道を安全にわたるために必要な設備である一方で、音

響式信号機の周辺住民への音の影響により、音声が鳴る時間の制限や設置の調整等の

課題があります。 

鉄道駅や福祉施設、公共施設等、利用者が特に多く、特に優先的な対策が必要な信

号機から警視庁と具体的に協議を進めていき、区全体での音響式信号機の設置、稼働

時間の延長を推進します。 
 

【音響式信号機の種類】 

特定の時間帯のみ鳴動する信号機の他に、音響式信号機にはボタンを押すボタン式

やスイッチにふれるタッチ式スイッチの信号機に取りつけられている機器を操作する信

号機や歩行時間延長信号機用小型送信機（信号や音声案内等を動作させるのに用いる

携帯型の自立生活支援用具）を利用することで利用する時のみ鳴動する信号機があり

ます。 

  

写真 港区にある視覚障害者用付加装置付信号（左：ボタン式 右：タッチ式スイッチ） 
 

【主な取組】 

・主要な公共施設や病院、及び鉄道駅等の旅客施設、繁華街等の周辺における音

響式信号機の設置 

・既設の音響式信号機の稼働時間の延長、歩行時間延長信号機用小型送信機の普

及促進 
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②横断歩道橋のバリアフリー化 

横断歩道橋の役割は、自動車との立体的分離により、歩行者の安全性を高めることに

あります。港区内には４３基の横断歩道橋がありますが、５ｍ近い高さの階段を乗降しな

ければならないため、高齢者・障害者等が通行しやすいようにバリアフリー化を進めるこ

とが重要ですが、エレベーターが設置されている横断歩道橋は 8 基※であり、バリアフリ

ーの対応が十分とは言えない状況です。 

一方で、エレベーターやスロープの設置には、設置用地の確保や維持管理及び設置

費用等の課題があります。 

また、横断歩道橋によっては、比較的近い位置に横断歩道が設置されている場合や

横断交通自体が少ない場合などにより、利用者が極めて少ない横断歩道も存在し、横

断歩道橋の階段部が設置されていることで歩道幅員を狭めている箇所もあります。 

誰もが通行しやすいこと、及び安全性確保の観点から、横断歩道橋のバリアフリー化

の推進、必要性の低い横断歩道橋の撤去による歩道幅員の確保等の対策検討が必要

です。 

※横断歩道橋と連続した民間建築物等のエレベーターも含む 
 

        

写真 左：横断歩道橋により幅員が狭くなっている歩道 

        右：エレベーターが設置され、誰もが利用できる横断歩道橋 

 

【主な取組】 

・横断歩道橋のバリアフリー化（エレベーターの設置、スロープの設置等）検討 

・歩道幅員の確保のための必要性の低い横断歩道橋の撤去検討 
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表 港区内の横断歩道橋一覧 

No 名称 管理者 住所 
エレベータ
ーの有無※ 

重点整備地区 

1 赤坂歩道橋 国 赤坂７－１  赤坂駅 

2 赤坂見附歩道橋 国 赤坂３－１  赤坂駅 

3 豊川稲荷前歩道橋 国 元赤坂１－３  赤坂駅 

4 青山小前歩道橋 国 南青山２－２２    

5 外苑前歩道橋 国 北青山２－１３    

6 青山一丁目歩道橋 東京都 南青山２－２  赤坂駅 

7 青山三丁目歩道橋 国 北青山３－３    

8 
赤坂八・九丁目歩道
橋 

東京都 赤坂９－３  赤坂駅 

9 たんす歩道橋 東京都 六本木２－３ 〇 六本木駅 

10 虎ノ門三丁目歩道橋 国 虎ノ門３－４    

11 西新橋１丁目歩道橋 東京都 西新橋１－５  新橋駅 

12 西桜歩道橋 東京都 虎ノ門１－１７  新橋駅 

13 八幡町歩道橋 国 虎ノ門５－８    

14 
御成門中学校前歩道
橋 

東京都 愛宕２－５ 〇 浜松町駅 

15 
新橋六丁目～東新橋
二丁目歩道橋（通称） 

国 新橋５－１４  新橋駅 

16 東新橋一丁目歩道橋 港区 東新橋１－９ 〇   

17 東麻布歩道橋 国 東麻布１－４    

18 芝公園歩道橋 東京都 芝公園３－３  浜松町駅 

19 芝公園山内歩道橋 東京都 芝公園３－１  浜松町駅 

20 浜松町駅北口歩道橋 港区 浜松町１－３１ 〇 浜松町駅 

21 天現寺歩道橋 東京都 広尾５－２５  白金高輪駅  

22 東町小学校前歩道橋 東京都 南麻布１－８    

23 三の橋歩道橋 東京都 南麻布２－４    

24 
芝一・二丁目歩道橋
（通称） 

国 芝２－１３  浜松町駅 

25 芝歩道橋 東京都 芝３－２２    

26 芝二・四丁目歩道橋 港区 芝２－３２  田町駅 

27 白金志田町歩道橋 国 高輪１－４ 〇 白金高輪駅 

28 麻布古川橋歩道橋 東京都 南麻布２－１２    
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No 名称 管理者 住所 
エレベータ
ーの有無※ 

重点整備地区 

29 魚籃中央歩道橋 東京都 白金１－１２  白金高輪駅 

30 札の辻歩道橋 国 三田３－５  田町駅 

31 藻塩橋際歩道橋 東京都 芝浦３－４  田町駅 

32 田町駅西口歩道橋 港区 芝５－３１ 〇 田町駅 

33 日吉坂上歩道橋 東京都 白金台４－５   

34 三田歩道橋 国 三田３－９  白金高輪駅 

35 八千代橋歩道橋 東京都 芝浦３－１５  田町駅 

36 明治学院前歩道橋 国 白金台１－２  品川駅 

37 高輪三丁目歩道橋 国 白金台２－１１  品川駅 

38 高輪歩道橋 国 高輪３－２２  品川駅 

39 品川駅前歩道橋 国 高輪３－１３  品川駅 

40 港南二丁目歩道橋 東京都 港南１－１６  品川駅 

41 港南中学校前歩道橋 東京都 港南３－７  品川駅 

42 
青海・台場クロスウ
ォーク 

国 台場２－４ 〇  

43 銀座東八丁目歩道橋 東京都 東新橋１－５ 〇  

※横断歩道橋と連続した民間建築物等のエレベーターも含む 
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第８章 基本構想の推進に向けて 
 

８-１．推進体制 
 

（１）推進協議会等の体制 

区は、港区バリアフリー基本構想の策定及び特定事業計画実施の進行管理を行うため、

平成２５（2013）年７月に「港区バリアフリー基本構想推進協議会」（以下「推進協議会」）を

発足し、事業計画の推進に継続して取り組んでいます。 

■ 港区バリアフリー基本構想策定後も高齢者、障害者等の区民参画のもと、学識経験

者、行政や事業関係者による進行管理により、事業の段階的かつ継続的な発展に取

り組んでいきます。 

■ 「推進協議会」の下に設置する「事業者部会」では、事業の実施に関わる情報共有、

事業者間の調整、事後評価の反映、新たな課題について検討していきます。 

■ 庁内では港区バリアフリー基本構想策定の円滑な遂行を図るため、関係各課で構成

された「策定委員会」及びその下に「作業部会」を設置し、庁内の連携を図りながら検

討していきます。 

■ 区有施設の多くを所管し、地域の課題解決や身近な行政サービスの拠点となってい

る芝・麻布・赤坂・高輪・芝浦港南の各地区総合支所を中心とした「地区部会」にて、

地域の課題や地域特性を考慮し、まち歩き点検や、進捗管理を行うなど、推進協議

会との連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

策定委員会 
(庁内の委員会) 

作業部会 
(策定委員会の
下部組織) 

地区部会 
（推進協議会の 
附属機関） 

事業者部会 
（推進協議会の 
下部組織） 

港区バリアフリー基本構想推進協議会 

港区バリアフリー基本構想
の策定 

意見・ 
要望等 

区民・利用者等 
 

・まち歩き点検 
・アンケート 
・ヒアリング 
・パブリックコメ
ント 

等 
特定事業計画の策定 

連携 

意見・ 
要望等 

施設のバリアフリー情報の公表と情報提供 

学識経験者 

区民代表 
・高齢者、障害者、商店会 等 

関係行政機関 

特定事業者 
・公共交通事業者 
・道路、公園管理者 
・特定建築物管理者 
・交通管理者 等 

図 港区バリアフリー基本構想推進協議会の推進体制 
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（２）分野別関連施策との連携 

港区バリアフリー基本構想の具体的なバリアフリー事業の計画・実施にあたっては、重

点整備地区及び重点整備地区以外の区全域にわたって、下記のように他の分野別計画の

関連施策等との整合性と事業連携を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

分野別計画等との事業連携 

〇福祉のまちづくりの総合的な推進 

〇心のバリアフリーの推進 

・東京都福祉のまちづくり推進計画 

・港区地域保健福祉計画 

・港区高齢者保健福祉計画 

・港区障害者計画 

・港区カラーバリアフリー・ガイドライン

〇防災情報の発信 

〇要配慮者への避難誘導支援 

・港区地域防災計画 

〇外国人の地域参画と協働の推進 

・港区国際化推進プラン 

〇誰もが使いやすいバリアのない安全なま

ちづくり 

・港区男女平等参画行動計画 

〇妊産婦、ベビーカー利用者への支援など

子育てやさしい環境づくり 

・港区子ども・子育て支援事業計画 

〇誰もが利用できる商店街・観光の充実 

・港区産業振興プラン 

・港区観光振興ビジョン 

〇公共施設（建物）の移動円滑化 

・「バリアフリー法」に関する各基準等

（東京都福祉のまちづくり条例、港区

福祉のまちづくり整備要綱等） 

・港区住宅基本計画 

〇公共施設（道路）の移動円滑化 

・「バリアフリー法」に関する各基準等 

（東京都福祉のまちづくり条例、港区

福祉のまちづくり整備要綱等） 

・港区電線類地中化整備基本方針 

・港区自転車利用環境整備方針 
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８-２．進行管理 

進行管理を担う推進協議会では、各事業者、施設設置管理者が作成する「特定事業計

画」の進捗状況について定期的に報告を受け、その評価や課題に対する検討を行います。 

また、区内施設のバリアフリー全般とともに港区バリアフリー基本構想に定める特定事

業計画対象施設について、現地でのまち歩きによる確認・点検、及び区民アンケート調査に

より、直接的に事業の評価を得られるようにします。 

事後評価を踏まえた計画の策定（Plan）、計画に基づく事業の実行（Do）、利用者の評

価や意見聴取による事後評価（Check）、評価を踏まえた改善（Action）、これらの

PDCA サイクルを循環することで、区全体のバリアフリーの段階的かつ継続的な発展（ス

パイラルアップ）を図っていきます。 

 

図 PDCA サイクルのイメージ図 

 

① 事後評価、段階的かつ継続的な発展（スパイラルアップ）の実施 

事後評価、段階的かつ継続的な発展（スパイラルアップ）の実施にあたっては、次の３

点の手法を用いて、多角的な意見を取り入れて進行管理していきます。 
 

ア）現地での確認・点検（まち歩き） 

バリアフリー化がされた特定事業計画の対象施設（生活関連施設・生活関連経路）

について推進協議会の委員及び多様な利用者（高齢者、要介護認定者、障害者、子

育て世代等）の参加により、定期的に現地での確認・点検作業（まち歩き等）を行い、

「改善された点」「改善が不十分な点」を現地で確認・点検することによって事業の評

価を受け、その結果を「推進協議会」等に報告します。 

    

スパイラルアップ

Pla
n

D
o

Check

A
ct

io
n

【評価】
事後点検やアンケート
調査による実施事業の
事後評価

【改善】
新たな施設整備、
施設改善に、事後
評価を反映

【実行】
特定事業計画等の
整備、取組の実施

【計画】
社会状況や整備計画、要望
等に対応した計画の作成
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イ）区民アンケート調査 

バリアフリーの状況について、多様なニーズを持った、高齢者、要介護認定者、障害

者、子育て世代、外国人居住者を中心に実施します。アンケート結果については、「推

進協議会」等に報告し、評価や課題に対する検討を行います。 

 

ウ）特定事業計画の見直し 

事業者、施設設置管理者は、事後評価後の新たな課題や問題点に対する改善策を

検討し、反映するために適宜事業計画の見直しをしていくことで段階的かつ継続的な

発展（スパイラルアップ）をめざしていきます。 

 

 

② 実施予定スケジュール 

事後評価、スパイラルアップの実施予定スケジュールを下表に示します。 

 

実施予定年度 

短期事業期間 中期事業期間 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

推進協議会による進行管理 

（特定事業計画の進捗確認） ● ● ● ● ● ● 

現地での確認・点検（まち歩き）  
     

区民アンケート調査    
 

  

特定事業計画の見直し   ●   ● 

 

  

各重点整備地区について年度を分けて実施 

中期事業期間中に実施 


